
京二川漁業協同組合内共第７号 

第五種共同漁業権遊漁規則 

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 則 は 京 二 川 漁 業 協 同 組 合 （ 以 下 「 組 合 」 と い

う 。）が 免 許 を 受 け た 内 共 第 ７ 号 第 五 種 共 同 漁 業 権 に

係 る 漁 場 の 区 域 に お い て 組 合 員 以 外 の 者 の す る 当 該

漁 業 権 の 対 象 と な っ て い る 水 産 動 物（ あ ゆ 、こ い 、ふ

な 、う な ぎ 、お い か わ（ は や ）、や ま め 、も く ず が に 、

す っ ぽ ん 、わ か さ ぎ ）の 採 捕（ 以 下「 遊 漁 」と い う 。）

に つ い て の 制 限 事 項 を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 遊 漁 料 の 納 付 義 務 等 ）  

第 ２ 条  第 １ 条 に 規 定 す る 漁 場 区 域 内 で 遊 漁 し よ う と す る 者

は 、あ ら か じ め 組 合 に 申 請 し て 、そ の 承 認 を 受 け な け

れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 手 釣 、 竿 釣 に よ る 遊 漁 の 場 合 は 口

頭 で 、そ の 他 の 場 合 に は 、様 式（ １ ）に よ る 遊 漁 承 認

申 請 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３   組 合 は 第 １ 項 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 手

釣 、竿 釣 に よ る 遊 漁 の 場 合 に は 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 場

合 を 除 き 、そ の 他 の 場 合 に は 当 該 遊 漁 の 承 認 に よ り 当

該 水 産 動 物 の 保 護 培 養 若 し く は 組 合 員 若 し く は 他 の

遊 漁 者 （ 第 １ 項 の 承 認 を 受 け た 者 を い う 。 以 下 同 じ ）

の 行 う 水 産 動 物 に 著 し い 支 障 が あ る と 認 め ら れ る 場

合 又 は 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 場 合 を 除 き 、第 １ 項 の 承 認

を す る も の と す る 。  

４  第 １ 項 の 承 認 を 受 け た 者 は 、 直 ち に 第 ７ 条 第 １ 項 の

遊 漁 料 を 同 条 第 ２ 項 の 方 法 に よ り 組 合 に 納 付 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 漁 具 、 漁 法 の 制 限 ）  

第 ３ 条  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 漁 具 、 漁 法 に よ る 遊 漁 は 、 そ

れ ぞ れ 右 欄 に 掲 げ る 規 模 の 範 囲 内 で な け れ ば な ら な

い 。  

 



漁 具 、 漁 法  規 模  

手 釣 、 竿 釣  １ 人 ３ 本 以 内   

投 網  １ 人 １ 統  

た も 網  １ 人 １ 統  

う な ぎ う け（ か ご 及 び 筒 ） １ 人 ５ 個 以 内  

ろ う う け  １ 人 ３ 個 以 内   

か に え さ う け  １ 人 ５ 個 以 内   

に ご り す く い  １ 人 １ 統  

２  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 水 産 動 物 は 、そ れ ぞ れ 右 欄 に

掲 げ る 漁 具 、 漁 法 を 使 用 し て 遊 漁 し て は な ら な い 。  

ア  水 産 動 物  イ  漁  具 、 漁 法  

あ ゆ 、 こ い 、 ふ な 、 お い か

わ 、 う な ぎ 、 や ま め 、 す っ

ぽ ん 、 も く ず が に 、 わ か さ

ぎ  

船 （ ゴ ム ボ ー ト を 含 む ）

使 用  

 

こ い 、 ふ な 、 お い か わ 、 う

な ぎ 、 や ま め 、 す っ ぽ ん 、

も く ず が に  

空 針 釣 （ ひ っ か け 釣 ）  

 

あ ゆ  投 網  

（ 禁 止 期 間 ）  

第 ４ 条  次 の 表 の ア 欄 に 掲 げ る 魚 種 を 対 象 と す る 遊 漁 は 、 そ

れ ぞ れ イ 欄 に 掲 げ る 期 間 遊 漁 し て は な ら な い 。  

ア  魚 種  イ  期 間  備 考  

も く ず が に  ５ 月 １ 日 か ら ６ 月 30 日 ま で   

あ ゆ  １ 月 １ 日 か ら ５ 月 31 日 ま で  福 岡 県 漁 業

調 整 規 則 の

規 定 に よ る  

 

こ い 、 ふ な  ６ 月 １ 日 か ら ６ 月 30 日 ま で  

お い か わ（ は

や ）  

２ 月 １ 日 か ら ２ 月 末 日 ま で  

（ 但 し 、 竿 釣 に よ る 場 合 を 除 く ） 

す っ ぽ ん  

 

１ 月 １ 日 か ら ３ 月 31 日 ま で 及 び  

６ 月 １ 日 か ら ７ 月 31 日 ま で  

や ま め  10 月 １ 日 か ら 12 月 31 日 ま で  

１ 月 １ 日 か ら ２ 月 末 日 ま で  福 岡 県 内 水

面 漁 場 管 理



委 員 会 指 示  

（ 全 長 等 の 制 限 ）  

第 ５ 条  次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 魚 種 に つ い て は 中 欄 に 大 き さ

の も の を 採 捕 し て は な ら な い 。  

魚 種  全 長 等  備 考  

も く ず が に  甲 長 ４ cm 以 下   

や ま め  全 長 １ ０ cm 以 下   

す っ ぽ ん  体 重  ２ ０ ０ ｇ 以 下   

こ い  全 長 １ ６ cm 以 下  福 岡 県 漁 業

調 整 規 則  

 

 

ふ な  全 長 ３ cm 以 下  

お い か わ  全 長 ３ cm 以 下  

う な ぎ  全 長 ２ １ cm 以 下  

わ か さ ぎ  全 長 ３ cm 以 下   

（ 禁 止 区 域 ）  

第 ６ 条  前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表 の ア 欄 の 魚 種 は 、

イ 欄 の 区 域 に お い て ウ 欄 の 期 間 中 遊 漁 し て は な ら な

い 。  

ア  魚 種  イ  区 域  ウ  期 間   

あ ゆ 、 こ

い 、 ふ な 、

お い か わ 、

う な ぎ 、や

ま め 、す っ

ぽ ん 、も く

ず が に 、わ

か さ ぎ  

行 橋 市  

中 須 橋 か ら 上 流 250m ま で の 区

域  

１ 月 １ 日

か ら 12 月

31 日 ま で  

 

京 都 郡 み や こ 町 犀 川 木 井 馬 場  

鍋 渕 橋 か ら 下 流 500m ま で の 区

域  

１ 月 １ 日

か ら 12 月

31 日 ま で  

福 岡 県 漁

業 調 整 規

則  

 

 

行 橋 市 大 字 眞 菰  

鶴 堰 上 流 500m か ら 下 流 中 須 橋

ま で の 区 域  

１ 月 １ 日

か ら 翌 年

５ 月 31 日

ま で  

（ 遊 漁 料 の 額 お よ び 納 付 の 方 法 ）  

第 ７ 条  遊 漁 料 の 額 は 次 表 の と お り と す る 。 た だ し 、 遊 漁 者

が 小 学 生 以 下 の 場 合 は 無 料 、中 学 校・高 等 学 校 生 徒 又

は 肢 体 不 自 由 者 は 、次 表 に 掲 げ る 額 の ２ 分 の １ に 相 当

す る 額 と す る 。  



魚 種  漁 具 、 漁 法  期 間  遊 漁 料  

あ ゆ  手 釣 、 竿 釣  １ 日  １ ，０ ０ ０ 円  

わ か さ ぎ  手 釣 、 竿 釣  １ 日  ５ ０ ０ 円  

こ い 、 ふ な 、

う な ぎ 、 お い

か わ（ は や ）、

や ま め 、 す っ

ぽ ん  

手 釣 、 竿 釣  １ 日  ５ ０ ０ 円  

投 網  １ 年  ７ ,０ ０ ０ 円  

に ご り す く い  １ 年  ５ ,０ ０ ０ 円  

う な ぎ  

 

う な ぎ う け（ か ご 及

び 筒 ）  

１ 年  

 

５ ,０ ０ ０ 円  

 

も く ず が に  か に え さ う け 、徒 手  １ 年  ５ ,０ ０ ０ 円  

２  前 項 の 遊 漁 料 は 、次 に 掲 げ る 場 所 に お い て 納 付 し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 手 釣 、 竿 釣 に よ る 遊 漁 の 場

合 に は 、 当 該 遊 漁 を す る 場 所 に お い て 漁 場 監 視 員 に 納

付 す る こ と が で き る 。  

組 合 事 務 所（ 福 岡 県 行 橋 市 大 字 流 末 １ １ ７ ６ － １ ）お

よ び 漁 協 が 指 定 す る 釣 具 店 等 。  

（ 県 内 共 通 遊 漁 の 承 認 に 関 す る 事 項 ）  

第 ８ 条  次 の ア 表 に 掲 げ る 第 五 種 共 同 漁 業 権 漁 場 に か か る す

べ て の 漁 場 区 域 に お い て 、 イ 表 ア 欄 の 水 産 動 物 を 同 表

イ 欄 の 漁 具 、 漁 法 に よ り 同 表 ウ 欄 の 規 模 で 遊 漁 し よ う

と す る 者 は 、 あ ら か じ め 同 表 エ 欄 の １ 年 当 た り の 遊 漁

料 を 納 付 し 、 当 該 遊 漁 に つ い て 、 福 岡 県 内 水 面 漁 業 協

同 組 合 連 合 会 （ 以 下 、 「 内 水 面 漁 連 」 と い う 。 ） の 承

認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 遊 漁 者 が 小 学 生

以 下 の 場 合 は 無 料 、 中 学 校 ・ 高 等 学 校 生 徒 又 は 肢 体 不

自 由 者 は 、 イ 表 に 掲 げ る 額 の ２ 分 の １ に 相 当 す る 額 と

す る 。  

  ア 表  

漁 場 区 域  漁 業 権 番 号  

矢 部 川  内 共 第 １ 号  

筑 後 川 （ 上 流 ）  内 共 第 ２ 号  

筑 後 川 （ 下 流 ）  内 共 第 ３ 号  

八 木 山 川  内 共 第 ５ 号  



今 川  内 共 第 ６ 号  

祓 川  内 共 第 ７ 号  

岩 岳 川  内 共 第 ８ 号  

花 宗 池  内 共 第 ９ 号  

 イ 表  

ア  水 産 動 物  イ  漁 具 、漁 法  ウ  規 模  エ  年 遊 漁 料  

あ ゆ 、こ い 、ふ な 、

う な ぎ 、お い か わ 、

も く ず が に 、 て な

が え び 、 う ぐ い 、

す っ ぽ ん  

手 釣 、 竿 釣  

 

３ 本 以 内  

 

１ ０ ,０ ０ ０  円  

 

こ い 、 ふ な 、 う な

ぎ 、 お い か わ 、 も

く ず が に 、 て な が

え び 、 う ぐ い 、 す

っ ぽ ん  

手 釣 、 竿 釣  

 

３ 本 以 内  

 

４ ,０ ０ ０  円  

 

あ ゆ  手 釣 、 竿 釣  １ 本  ８ ,０ ０ ０  円  

や ま め  手 釣 、 竿 釣  ３ 本 以 内  ３ ,０ ０ ０  円  

わ か さ ぎ  

 

手 釣 、 竿 釣  

 

３ 本 以 内  

 

２ ,０ ０ ０  円  

 

２  前 項 の 遊 漁 料 の 納 付 及 び 遊 漁 承 認 証 の 交 付 は 、次 の

場 所 に お い て 行 う も の と す る 。  

内 水 面 漁 連（ 福 岡 市 博 多 区 東 公 園 ７ 番 ７ 号 ）及 び 福

岡 県 の 内 水 面 関 係 組 合 が 指 定 し た 釣 具 店 等 。  

（ 遊 漁 承 認 証 に 関 す る 事 項 ）  

第 ９ 条  組 合 は 第 ３ 条 第 ４ 項 の 遊 漁 料 の 納 付 を 受 け た と き 、

又 は 、同 条 第 ２ 項 の 承 認 を 行 っ た と き は 、様 式（ ２ ）、

（ ３ ） の 遊 漁 承 認 証 を 交 付 す る も の と す る 。  

 内 水 面 漁 連 は 第 ９ 条 第 １ 項 の 遊 漁 料 の 納 付 を 受 け た

と き は 様 式（ ４ ）の 遊 漁 承 認 証 を 交 付 す る も の と す る 。  

   ２  遊 漁 承 認 証 は 他 人 に 貸 与 し て は な ら な い 。  

（ 遊 漁 に 際 し て 守 る べ き 事 項 ）  

第 10 条  遊 漁 者 は 、遊 漁 す る と き 遊 漁 承 認 証 を 携 帯 し な け れ

ば な ら な い 。  



２  遊 漁 者 は 漁 場 監 視 員 の 要 求 が あ っ た と き は 、遊 漁 承

認 証 を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

３  遊 漁 者 は 、相 互 に 適 当 な 距 離 を 保 ち 、他 の 者 の 迷 惑

と な る 行 為 を し て は な ら な い 。  

４  遊 漁 者 は 、組 合 が 指 定 し た 産 卵 場 の 川 底 を か く は ん

し て は な ら な い 。  

５  釣 り に よ る 遊 漁 は 、日 没 か ら 日 の 出 ま で の 間 は 禁 止

す る 。  

６  こ の 漁 場 区 域 に 架 設 さ れ た 橋 梁 上 か ら の 遊 漁 を 禁

止 す る 。  

（ 漁 場 監 視 員 ）  

第 11 条  漁 場 監 視 員 は 、こ の 規 則 励 行 に 関 し 、必 要 な 指 示 を

行 う こ と が あ る 。  

  ２  漁 場 監 視 員 は 、様 式（ ５ ）の 漁 場 監 視 員 証 を 携 帯 し 、

か つ 漁 場 監 視 員 で あ る こ と を 表 示 す る 腕 章 を つ け る

も の と す る 。  

（ 違 反 者 に 対 す る 措 置 ）  

第 12 条  組 合 は 遊 漁 者 が こ の 規 則 に 違 反 し た と き は 、直 ち に

そ の 者 の 遊 漁 の 中 止 を 命 じ 、又 は 以 後 そ の 者 の 遊 漁 を

拒 絶 す る こ と が あ る 。  

  こ の 場 合 遊 漁 者 が す で に 納 付 し た 遊 漁 料 の 払 い 戻

し は し な い も の と す る 。  

 

 

 附    則    

 こ の 規 則 は 認 可 の 日 か ら 施 行 す る 。  



様 式 （ １ ）  

                   遊  漁 承 認 申 請 書 

 

 

 

 京 二 川 漁 業 協 同 組 合 長  殿  

 

 

 

                                   住 所  

                                   氏 名                              

   

 

 

 京 二 川 漁 業 協 同 組 合 遊 漁 規 則 第 ２ 条 の 規 定 に よ り 遊 漁 の 承

認 を 受 け た い の で 、 下 記 の と お り 申 請 し ま す 。  

 

                                      記  

 

１  期  間       年  月  日 か ら   年  月   日  

 

２  魚  種  

 

３  漁 具 、 漁 法  

 

 

４  区 域  



様 式（ ２ ）    遊  漁 承 認 証（  日  釣  り  券  ） 

                                         

                表                                        裏  

                 №           
      遊   漁   承   認   証  
 下 記 の と お り 遊 漁 を 承 認 し ま
す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      注    意    事    項  
 
 １  遊 漁 者 は 遊 漁 す る と き

は 、こ の 承 認 証 を 携 帯 し な
け れ ば な ら な い 。  

 
 ２  遊 漁 承 認 証 は 、他 人 に 貸

与 し て は な ら な い 。  
 
 ３  遊 漁 者 は 漁 場 監 視 員 の

要 求 が あ っ た と き は 遊 漁
承 認 証 を 提 示 し な け れ ば
な ら な い 。  

 
 ４  
 

 

 

 

 

 

 

 

遊  
漁  
者  

 

住 所  

 

 

 

 

 

 

氏 名                 (才 ) 

 

承 認 期 間  
魚     種  
漁 具 漁 法  
遊 漁 区 域  
遊  漁  料  
発 行 者  
 京 二 川 漁 業 協 同 組 合   

 

様 式 （ ３ ）      遊  漁 承  認 証（  年  券  ）  

                                      

                表                                        裏  

                 №           
      遊   漁   承   認   証  
 下 記 の と お り 遊 漁 を 承 認 し ま
す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      注    意    事    項  
 
 １  遊 漁 者 は 遊 漁 す る と き

は 、こ の 承 認 証 を 携 帯 し な
け れ ば な ら な い 。  

 
 ２  遊 漁 承 認 証 は 、他 人 に 貸

与 し は な ら な い 。  
 
 ３  遊 漁 者 は 漁 場 監 視 員 の

要 求 が あ っ た と き は 遊 漁
承 認 証 を 提 示 し な け れ ば
な ら な い 。  

 
 ４  

 

 

 

 

 

 

遊  
漁  
者  

 

住 所  

 

 

 

 

 

 

氏 名                 (才 ) 

 

承 認 期 間  
魚     種  
漁 具 漁 法  
遊 漁 区 域  
遊  漁  料  
発 行 者  
 京 二 川 漁 業 協 同 組 合   



様 式（ ４ ）  遊  漁 承 認 証（ 県 内 共 通 遊 漁 証 ） 

               表                                     裏  

 

                 №          
      遊  漁  承  認  証  
 下 記 の と お り 遊 漁 を 承 認 し
ま す 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      注    意    事    項  
 
 １  遊 漁 者 は 遊 漁 す る と

き は 、こ の 承 認 証 を 携 帯
し な け れ ば な ら な い 。  

 
 ２  遊 漁 承 認 証 は 、他 人 に

貸 与 し て は な ら な い 。  
 
 ３  遊 漁 者 は 漁 場 監 視 員

の 要 求 が あ っ た と き は
遊 漁 承 認 証 を 提 示 し な
け れ ば な ら な い 。  

 
 ４  

 

 

 

 

 

 

遊  
漁  
者  

 

住 所  

 

 

 

 

 

 

氏 名                 (才 ) 

 

承 認 期 間  
魚     種  
漁 具 漁 法  
遊 漁 区 域  
遊  漁  料  
発 行 者  
福 岡 県 内 水 面 漁 業 協 同 組 合 連 合 会  

 

  様 式 （ ５ ）     漁  場 監  視  員 証 

 

               表                                   裏  

 

                №            
     漁  場  監  視  員  証  
 下 記 の 者 は 当 組 合 の 監 視 員
で あ る こ と を 証 明 す る 。  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    注    意    事    項  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

住 所  
 
氏 名  

 

 

 

 

 
 

有 効 期 間  
 
 
発 行 者  
   京 二 川 漁 業 協 同 組 合   
 

 


